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「農林水産大臣がその第二種使用等をする者の行う事業を所管する 

遺伝子組換え生物等の第二種使用等に係る拡散防止措置の確認の申 

請について」の一部改正について 

 

令和２年７月に閣議決定された「規制改革実施計画」（令和２年７月17日閣議

決定）において、各府省は、「緊急対応を行った手続だけでなく、原則として全

ての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推

進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等

の改正やオンライン化を行う」こととされました。これを踏まえ、押印を求める

手続等の見直しのため、「農林水産大臣がその第二種使用等をする者の行う事業

を所管する遺伝子組換え生物等の第二種使用等に係る拡散防止措置の確認の申

請について」（平成16年10月20日付け16消安第5284号農林水産省消費・安全局長、

農林水産技術会議事務局長通知）の一部を下記のとおり改正することとしまし

たので、お知らせします。本通知は令和３年３月２日から施行することとしま

す。 

また、本件について、貴会傘下事業者に対し周知方よろしくお願いします。 
 

記 

 

「農林水産大臣がその第二種使用等をする者の行う事業を所管する遺伝子組

換え生物等の第二種使用等に係る拡散防止措置の確認の申請について」（平成16

年10月20日付け16消安第5284号農林水産省消費・安全局長、農林水産技術会議事

務局長通知）の一部を次のように改正する。 

 別記様式を次のように改める。 



 

 


